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　群馬県では、1996（平成８）年10月に制定さ

れた「群馬県環境基本条例」に基づいて、1997

（平成９）年２月に、本県における環境行政の指

針となる最初の「群馬県環境基本計画」を策定し

ました。

　県では、1996（平成８）年から2005（平成

17）年までを計画期間とするこの基本計画に沿

って、大量生産、大量消費、大量廃棄社会を見直

し、環境との調和、持続的に発展する社会を目指

して各種の環境保全施策の取組を進めてきまし

た。

　2006（平成18）年３月には、実践・実行を念

頭に置いた「群馬県環境基本計画2006－2015」

を策定し、「群馬の豊かな自然を守り、育む」「環

境への負荷が少ない循環型社会をつくる」「自主

的取組と各主体間の連携を進める」の基本目標の

もと、環境保全に関する取組を推進してきました。

　その後、中間年にあたる2010（平成22）年度

に、「計画の理念や基本的な考え方は継承しつつ、

今日的な視点から必要な見直しを行い、群馬県環

境基本計画2011－2015」として改定しました。

　2016（平成28）年３月には、現行計画の「群

馬県環境基本計画2016－2019」を策定し、「豊

かで持続的に発展する環境県群馬を目指して」を

メインテーマとして、県民生活の水準を維持増進

させつつ、温室効果ガスやごみ等の環境に負荷を

与えるものの排出が抑制された、質が高く持続可

能な環境県づくりを目指しています。

　群馬県環境基本計画は、県ホームページからも

ご覧いただけます。

【ホームページアドレス】 

●群馬県環境基本計画2016－2019

http://www.pref.gunma.jp/04/e0100622.html

１　　環境基本計画の概要　【環境政策課】

第１章　群馬県環境基本計画

 群馬県環境基本計画（2016－2019）の構成 



205

２　　進捗点検調査　【環境政策課】

（1）調査概要

ア　調査目的

　「群馬県環境基本計画2016-2019」に定める

施策展開の方向ごとに、個別事業の実施状況、

環境指標の状況を経年的に把握、点検すること

により、今後の施策事業の効果的な推進や基本

計画の見直しに役立たせるとともに、本県環境

行政に対する県民の理解を促進することを目的

とします。

イ　調査対象事業及び調査対象年度

　調査対象事業は、環境基本計画の体系に基づ

く、環境関連施策219事業（再掲あり）であり、

平成30年度（2018）の実績に対する調査です。

ウ　調査年月　令和元年７月

エ　調査方法

　下記①～③について、各事業担当課が進捗点

検調査票を作成することにより実施。

① 各事業に関して、事業のねらい、事業概要、

現状認識、今後の方針・課題

②成果（結果）を示す指標の推移

③事業評価

群
馬
県
環
境

基
本
計
画　

 事業評価
　施策展開の方向

Ａ： 概ね妥当と
考える

Ｂ： 部分的見直
しが必要

Ｃ： 大幅な見直
しが必要

Ｄ： 廃止・休止
の方向

Ⅰ　地球温暖化の防止
事業数 35 4 2

構成比% 85.4 9.8 4.9

Ⅱ　 生物多様性の保全・

自然との共生

事業数 27 7

構成比% 79.4 20.6

Ⅲ　森林環境の保全
事業数 11

構成比% 100.0

Ⅳ　生活環境の保全と創造
事業数 57 8 1

構成比% 86.4 12.1 1.5

Ⅴ　 持続可能な循環型社

会づくり

事業数 27 1

構成比% 96.4 3.6

Ⅵ　 全ての主体が参加す

る環境保全の取組

事業数 33 5 1

構成比% 84.6 12.8 2.6

計　（219事業）
事業数 190 25 1 3

構成比% 86.8 11.4 0.5 1.4

※各構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならないところがある。

（2）事業評価の集計結果

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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（1）地球温暖化の防止

３　　施策展開の概要　【環境政策課】

施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①温室効果ガスの排出削減による低炭素社会の実現

温室効果ガス排出

の計画的削減

・「温室効果ガス排出削減計画」など３つの

計画制度合計で約400の事業者（延べ数）

から提出があり、内容の審査を実施した。

・計画の提出義務がある事業者の内１事業者

に対し現地調査を行い、温室効果ガス排出

抑制に向けた取組状況の確認を実施した。

・平成28年度の家庭部門でのCO2排出量は、

基準年の平成19年度と比較して0.9％増加

しており、更に改善を進める必要がある。

・既存施策の更なる推進と新たな施策に取り

組む。

省エネルギー対策

の促進

・家庭における温暖化防止行動の定着を図る

ため、県と市町村、関係団体等が連携し「ぐ

んまエコスタイル推進」としてクールシェ

ア（230施設）・出前講座講師の派遣（22

回）を実施した。

・県有施設の省エネルギー対策として、

ESCO事業の推進やLED直管型照明の導

入、エコカー導入などを行った。

・「群馬県地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）」の目標達成のためには、今後、更

なる対策の強化が必要である。

・県有施設の省エネ改修の計画的な実施、

ESCO事業の導入や公用車のエコカー更

新などに率先して取り組む必要がある。

自動車交通対策の

推進

・エコドライブの普及、啓発活動やWEBサ

イトの運営のほか、社内エコドライブ推進

体制の整備・維持のための支援を実施した。

・燃料電池自動車の普及を図るため、平成

27年度に行政・水素エネルギー関係事業

者・自動車メーカー・関係団体等からなる

協議会を設置し、普及に向けた課題につい

て協議・検討・共通理解を深めるとともに、

試乗会等を開催して機運の醸成を図った。

・子供のころから公共交通に親しんでもらう

取組として、県内の小学校14校でバスの

乗り方教室を開催した。

・エコドライブの普及に向け、引き続き関係

事業者への啓発・支援を進める。

・燃料電池自動車は、引き続き普及のための

先進県への調査等を進め、協議会で検討す

る。

・公共交通の利用者を増やしていくためには、

県民のマイカー依存からの意識転換ととも

に、公共交通の利便性向上が不可欠である

ことから、利便性向上施策と連携して公共

交通の利用促進を進めていく。

県民による自主的

取組の促進

・エコアクション21への認証・登録支援と

して、事前説明会や集合コンサルティング

を実施した。

・引き続きエコアクション21認証登録への

意識啓発、支援を行うとともに、エコアク

ション21認証・登録支援事業（自治体イ

ニシアティブ）への参加率向上のため、事

業PRの方法について検討する。

県民や民間団体の

温暖化防止活動の

促進

・県ホームページ、広報資料等を活用し、群

馬県地球温暖化防止活動推進センターの周

知に努めた。

・群馬県地球温暖化防止活動推進センターは、

地球温暖化の現状及び温暖化対策の重要性

について啓発・広報活動を行うとともに、

地球温暖化防止活動推進員及び温暖化防止

活動を行う民間団体の支援も行う温暖化防

止活動の重要な拠点であることから、引き

続き、機会を捉えてセンター及びセンター

の活動を広報し、活動を支援する。
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○関連する主な指標

指　標 単位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目標

・県内温室効果ガス排出量

　（※森林吸収量等を含まない）

・環境ＧＳ認定等事業者

・ＬＥＤ式の信号灯器の整備率

・再生可能エネルギー導入量

・燃料用チップ・ペレット生産量

・間伐等森林整備面積

千t-CO2/年

事業者

％

kWh/年

㎥/年

ha/年

H25

H25

H26

H26

H26

H26

18,699

2,560

約49.4

40億

20,997

2,267

H28

H30

H30

H29

H30

H29

17,932

3,125

約58.8

50億

82,598

2,310

H32

H31

H31

H31

H31

H31

18,423

4,600

約65.3

52億

110,000

3,500

施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

②再生可能エネルギーの普及・拡大

再生可能エネル

ギーの普及・拡大

・住宅用太陽光発電設備等導入資金融資制度

を継続し、20件、総額34,030千円の融資

を決定した。

・県ホームページに太陽光発電事業の「登録

候補地リスト」及び「登録発電事業者リス

ト」を掲示し、候補地と発電事業者のマッ

チングを図った。

・日照時間が長く、全国平均よりも一戸建て

住宅の割合が高い本県にとって、住宅用太

陽光発電設備は再生可能エネルギーの普及

に有効であることから、融資を継続する。

また、固定価格買取制度による売電単価の

下落や発電した電力を自家消費するための

設備の普及といった市場動向を注視しなが

ら、制度を運用する。

・太陽光発電事業登録候補地の件数が少なく

マッチングが難しい状況が続いているため、

事業は平成30年度をもって終了となった。

③二酸化炭素の吸収源対策

森林等の保全・整

備

・森林が有する多面（的）にわたる公益的機能

を持続的に発揮させるため、森林所有者等

が実施する間伐等に対して支援するととも

に、条件不利地や保安林等公益上特に重要

な森林に対して間伐等森林整備を実施した。

・森林の有する多面的機能を持続的に発揮さ

せるため、今後も間伐等森林整備を推進す

る必要がある。

④フロン類の排出抑制による温暖化対策

フロン類排出抑制

対策の推進

・第一種特定製品の管理者である大規模小売

店舗法届出者へのアンケート調査の実施、

フロン充填回収業者等への立入指導、(一

社)群馬県フロン回収事業協会との共催で

フロン充填回収技術講習会を開催し、啓発

等に努めた。

・フロン充填回収技術講習会の開催や出前な

んでも講座等の説明会による啓発等に努め

る。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①生態系に応じた自然環境の保全と再生

多様な生態系の

保全

・県内の自然環境の保全のために講ずべき施

策の策定に必要な基礎情報の収集を目的

に、「良好な自然環境を有する地域学術調査」

を群馬県自然環境調査研究会に委託して実

施した。

・モニタリング調査のガイドラインを作成し

た。

・本県の生物多様性地域戦略として策定した

「生物多様性ぐんま戦略」における個別事

業の進捗状況調査を実施し、県ホームペー

ジで調査結果を公表した。

・学術調査によるデータの蓄積は、施策の策

定に必要な基礎情報として重要であり、今

後も地道な調査活動を継続する必要があ

る。

・引き続き策定した戦略を広く県民に周知

し、「生物多様性」に対する認知度を上げ、

保全と持続可能な利用をバランスよく進め

る施策につなげていく必要がある。

水辺空間の保全・

再生

・河川幅を十分確保するなど、河川が有して

いる自然の復元力を活用できるように配慮

した事業を実施した。

・引き続き、環境に配慮した河川改修を推進

し、護岸に配慮するだけでなく、河道計画

や河岸・水際部の設計についても環境上の

機能を確保し、生物の成育、生息、繁殖環

境を保全する。

尾瀬の保全 ・ビジターセンターの管理運営を尾瀬保護財

団に委託し、ミニツアーによる尾瀬の自然

解説、ビジターセンター、公衆トイレ、木

道などの公共施設の維持管理を行った。

・大清水～一ノ瀬間の低公害車両による営業

運行４年目。再訪者に加え、新たな利用促

進に向け、更なる周知を実施した。

・尾瀬の保護と適正利用の推進のためには、

利用者に対し尾瀬の自然について認識を深

めてもらうことが大切であり、現地におけ

る活動が不可欠である。尾瀬は県民共通の

財産であり、全国的にも知名度の高い国立

公園であることから、今後も多くの人が利

用出来るよう、ビジターセンターの充実に

努める。

・大清水～一ノ瀬間の低公害車運行は、利用

分散化に寄与しているが、引き続き、鳩待

峠入山口への一極集中の是正や、尾瀬の回

遊型、滞在型利用の促進を図るため、ＰＲ

等普及啓発事業や低公害車の運行状況調査

等を実施する。

②野生鳥獣害対策と外来生物対策への取組

野生鳥獣対策の推

進

・適正管理計画の計画期間（５年）が終了と

なるカワウについて、新たに計画を作成し

た。

・適正管理計画を策定しているシカ、イノシ

シ、サル、クマ、カワウ、カモシカについ

て、現状の把握や対策の検討を行うため、

関係者による会議等を開催し、被害軽減に

係る対策を推進した。

・市町村や関係機関等と連携して、「捕る」対

策を強化するとともに、「守る」対策、「知る」

対策を一体的に推進する。対策に取り組ん

だ地域では効果が現れているものの、野生

鳥獣による農林業被害や生態系被害、生活

環境被害は依然として深刻な状況にあり、

継続した取組が必要である。

（2）生物多様性の保全・自然との共生
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

外来生物対策の推

進

・クビアカツヤカミキリによる県内の被害調

査を実施した。また、邑楽館林地域におけ

る対策協議会を設立し、活動の支援を行った。

・農政部と連携してクビアカツヤカミキリの

防除に用いる農薬登録試験を実施した。ま

た、行政担当者向けの研修会の実施や、チ

ラシ、ポスター等により周知を図った。

・新たに指定される特定外来生物に留意し、

引き続き特定外来生物についての周知を図

る。特にクビアカツヤカミキリについては、

講習会の実施や各種広報媒体等の活用によ

り、一層の周知に努める。

③自然とのふれあいの拡大

ふれあいの「場」

の確保

・県立公園の歩道や園内道路、公衆トイレな

どの補修や維持管理を、地元と協力しなが

ら実施した。

・案内看板の改修（伊香保）、キャンプ場内

外灯設置（ふれあいの森）、トイレ給水管

修繕（みかぼ）、トイレ外壁塗装（さくら

の里）、側溝蓋改修（２１世紀の森）など、

老朽化した施設の改修及び、園内下刈等の

森林整備を行うことで利便性の向上を図っ

た。

・県立公園は魅力的な自然環境を有し、気軽

に自然と触れあえる場として地域の観光資

源の中心となっている。地域の自然環境を

保全するとともに、利用者の利便性の向上

や安全を確保するため、計画的･継続的な

管理・整備を実施していく。

・引き続き老朽化した施設の改修や園内の森

林整備を行い、利便性の向上や快適な森林

空間の提供を維持するとともに、県立森林

公園の活性化に向けた方向性を踏まえた施

策を講じる。

ふれあいの「機会」

の提供

・グリーン・ツーリズム推進体制確立のため

に関係者による情報提供、意見交換を実施

した。

・グリーン・ツーリズム普及及び定着化推進

のために、県内各５エリアの日帰り、１泊

２日宿泊モデルコースを作成し、推進、宣

伝、発信を行った。

・グリーン・ツーリズム推進体制確立のため

に関係者による情報共有、意見交換を実施

する。併せてGTサポーター、インストラ

クター養成講座参加研修生の支援を検討、

実施する。

・ぐんまグリーン・ツーリズムホームページ

の活用を図るため、ホームページの更新を

実施する。

ふれあいを深める

ための「人材」の

育成

・青少年及びその保護者を主たる対象として、

様々な自然体験活動を提供することにより、

青少年の主体性や協調性、社会性、問題解

決能力等「生きる力」を育成した。

・各自然の家において主催事業プログラムの

充実を図るとともに、出前講座等、施設外

での自然体験活動プログラムを継続的に提

供し、参加者数の増加を目指す。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画

○関連する主な指標

指　標 単位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目標

・尾瀬学校等による自然環境学習の

実施率

・野生鳥獣による農作物被害額

・森林公園利用者数

・自然体験活動等に係る事業への参

加者数（県立青少年自然の家３施

設合計）

％

千円

千人/年

人/年

H27

H26

H26

H26

54.4

424,050

483

2,542

H30

H30

H30

H30

53.3

284,887

446

3,474

H31

H31

H31

H30

100

250,000

540

2,800
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①公益性の高い森林の保全

公益的機能の高

い森林づくり

・豪雨等により荒廃した渓流や山腹崩壊にお

いて、治山ダム工等の治山施設を設置する

とともに、手入れ不足で荒廃した森林の整

備を行って、公益的機能の高い森林づくり

を行った。

・山腹崩壊地や荒廃渓流等の復旧整備や公

益的機能の低下した保安林の整備によっ

て、水源の涵
かん

養や山地災害防止を図るも

のであり、今後も県民の安全・安心を確

保するため積極的に実施していきたい。

持続利用可能な

森林づくり

・森林が有する多面的にわたる公益的機能を

持続的に発揮させるため、森林所有者等が

実施する間伐等に対して支援及び条件不利

地や保安林等公益上特に重要な森林に対し

て間伐等森林整備を実施した。

・集約化施業を図るため、森林経営計画等の

作成支援と技術者育成について普及指導し

た。

・森林の有する多面的機能を持続的に発揮

させるため、今後も間伐等森林整備を推

進する必要がある。

・効率的かつ安定した事業量を確保するた

めには、森林経営計画による計画的な森

林施業が必要である。これら集約化施業

を実施するための森林経営計画作成支援

と技術者育成について引き続き実施する。

森林を支える仕

組みづくり

・「森林ボランティア支援センター」において、

専用ホームページや情報誌による情報発信

や森林ボランティア活動団体を対象にした

刈払機の取扱いなどの安全研修、森林整備

作業器具の貸出しなどを実施し、森林ボラ

ンティア団体の活動を支援した。

・人材発掘のためのツアー、林業への就業希

望者を対象とした就業前研修、既就業者の

技能・技術向上を目的とした研修を実施す

るとともに、労働安全衛生対策や雇用環境

の整備・改善を支援し、林業従事者の確

保・育成、定着率の向上を図った。

・「森林ボランティア支援センター」による

情報の収集・発信や技術指導、森林整備

作業器具の貸出しなどのサポート機能を

高め、森林ボランティアに取り組む団体

等を支援する。

・新たな若手就業者の確保を目的とした就

業前研修と、就業者に対する技能・技術

向上を目的とした研修等の実施や雇用環

境の整備・改善のための対策は、林業県

ぐんまの林業労働を担う従事者の安定的

確保と定着率向上を促進し、森林環境の

保全を図るために必要不可欠である。

（3）森林環境の保全

○関連する主な指標

指　標 単位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目標

・間伐等森林整備面積（再掲）

・守るべき松林の松くい虫被害量

・治山事業施工面積（累計）

・保安林指定面積（水源涵
かん

養保安

林）（累計）

・森林ボランティア団体会員数

・森林経営計画区域内の林道・作業

道の新設延長（平成23年度から

の累計）

・素材生産量

ha/年

㎥/年

ha

ha

人

km

㎥/年

H26

H26

H26

H26

H26

H26

H26

2,267

719

318

59,785

4,968

227

278,120

H29

H30

H30

H30

H30

H30

H30

2,310

353

521

60,145

5,318

783

364,642

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H31

3,500

420

600

60,300

5,500

1,300

400,000
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①水環境、地盤環境の保全、土壌汚染対策の推進

水質汚濁・地下水

汚染の防止

・計220地点（うち県実施分は31地点）の

河川・湖沼で水質を測定した。河川・湖沼

の水質汚濁の状況及び水質環境基準の達成

状況を把握することができ、また、水質保

全施策の基礎データとすることができた。

・概況調査を実施した151井戸（うち県実施

分は99井戸）のうち、20井戸で「硝酸性

窒素」が、１井戸で「鉛」が地下水環境基

準を超過した。継続監視調査を実施してい

る51井戸（うち県実施分は33井戸）では、

濃度は概ね前年並みで、中には地下水環境

基準を満たす地点もあった。

・河川の環境基準（BOD75％値）達成率は

80.0％で、ここ数年の傾向と変わらない。

長期的には改善傾向にあるが、全国平均

(H29：94.0％)と比較すると依然として

低い。引き続き、長期的に評価する必要

があり、測定体制の水準を維持するとと

もに、新しい環境基準項目等については、

国交省・各市とも連携し、測定地点・測

定頻度も含めた体制整備を行う。

・平成30年度概況調査の環境基準達成率は

86.1％で、全国平均（H29：94.5％）

と比較すると依然として低い。「硝酸性窒

素」については、代表地点を定めた継続

監視を行っているが、これまでの調査結

果を踏まえて地点見直し作業を行う。

地盤沈下の防止 ・地盤変動量を把握するため、134地点で一

級水準測量を行った。

・沈下を示した地点数は増加し、1㎝以上

の沈下もあったが、長期的には沈静化傾

向にあると考えられる。しかし、いった

ん地盤沈下が起こると元に戻ることはな

いため、監視の継続が必要である。関東

平野北部地盤沈下防止等対策要綱対象地

域を中心に今後も一級水準測量を実施し、

地盤沈下の状況の把握に努める。

土壌汚染対策の推

進

・有害物質使用特定事業場に対する立入調査

を行い、法制度の周知及び有害物質の適切

な取扱い等について指導を行った。

・地下水汚染を未然に防止するため、有害

物質使用特定事業場等の立入調査におい

て、構造基準等を遵守するよう事業者指

導を行う。

②大気環境の保全、騒音、振動、悪臭の防止
大気汚染の防止 ・一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測

定局において、大気汚染の常時監視等を実

施した。

・光化学オキシダントは、全ての測定地点に

おいて環境基準を達成できなかったが、他

の環境基準設定項目は、全ての測定地点で

達成した。

・光化学オキシダント及びPM2.5について

は本県だけではなく、広域的な大気汚染

問題であり、自治体の枠組みを超えた広

域的な対策が必要である。

騒音・振動の防止 ・自動車騒音の常時監視や新幹線騒音の測定

を実施した。

・東日本旅客鉄道㈱高崎支社及び東日本高速

道路㈱高崎管理事務所への要望活動を実施

した。

・環境基準達成状況は概ね良好であること

から、現状の取組を継続する。

・新幹線騒音については環境基準の達成率

が低いことから、沿線市町と協力して要

望活動を粘り強く実施し、達成率の向上

に努める。

（4）生活環境の保全と創造

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

悪臭の防止 ・市町村職員を対象に臭気測定研修会等を開

催し、臭気測定方法の習得を図るとともに、

においセンサーの貸出し等による市町村支

援を行った。

・堆肥施用展示ほの設置、県内農家の水質巡

回指導、PR冊子の配布等を実施した。

・今後も同様の市町村支援を行う。

・今後は臭気対策と排水対策の推進を図る。

畜産における悪臭については、苦情が発

生することもあることから、農家や行政

による悪臭対策が急務となっている。

③有害化学物質による環境リスクの低減
有害化学物質対策 ・大気３地点（各地点２回）、公共用水域（水

質のみ）３地点、地下水３地点でダイオキ

シン濃度の測定を実施したところ、全ての

地点で環境基準値未満であった。

・特定粉じん排出等作業の届出のあった42

件(県受付分)について、作業現場に立入

検査を行い、養生等の飛散抑制対策の実施

状況について監視・指導を行った。

・環境監視については、全体的な排出量は

減少傾向にあることから、効率的かつ計

画的に実施する。

・平成29年度から強化している建築物の解

体現場への立入検査について、引き続き

実施していく。

有害化学物質の適

正管理の推進

・化学物質の排出量の多い事業所周辺の環境

調査（PRTR環境調査）を県内６地点で実

施した。

・いずれの調査地点においても発生源の影響

を少なからず受けていることが示唆されたが、

環境基準が設定されている項目について、

各地点で基準値の超過は見られなかった。

・届出排出量の多い事業場について、周辺

への環境調査を継続し、その影響の把握

に努め、必要に応じて事業者指導を実施

する。

④放射性物質への対応
中長期的な視点で

の環境監視の実施

・環境放射能水準調査では、国から受託した

調査項目を完全実施した。また、県内市町

村と連携し、サーベイメータ等により生活

圏443か所の空間放射線量率の測定を行っ

た。

・県民の安全安心につなげるため、食品、水

道水等の放射性物質検査を実施した。

・引き続き、国から環境放射能水準調査を

受託し、環境放射能の水準を把握すると

ともに、市町村と連携し、生活圏の空間

放射線量率を監視する。

情報の共有化、広

報の推進

・県内市町村と連携し、サーベイメータ等に

より生活圏443か所の空間放射線量率の測

定を行い、マッピングぐんま（地図情報）

で公表をした。

・県内各分野での放射線対策の状況をまとめ

た「群馬県放射線対策現況」を作成し、公

表した。

・引き続き、県・市町村の各放射線対策の

実施主体間で、情報共有するとともに、

県民にわかりやすく情報提供をする。

⑤快適な生活環境の創造
快適な環境の確保 ・快適で清潔な「美しいふるさと群馬」を守

ることを目的に、春・秋の環境美化月間等

での環境美化活動を実施した。

・緑化運動推進期間中に県内各地で苗木配布

会や緑の募金活動を実施したほか、県植樹

祭を開催した。

・地域における環境美化意識の定着が見ら

れる中、県として今後どのような取組を

行うのか検討する必要がある。

・緑豊かで暮らしやすい環境づくりを推進

するため、引き続き緑化技術の普及啓発

や緑化運動の積極的な推進を図る必要が

ある。
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

文化財の保護 ・世界遺産及びその周辺環境のモニタリング

調査を行い、概ね良好に保存されているこ

とを確認した。

・県文化財保護審議会を２回開催し、３件の

指定等を行った。

・世界遺産及びその周辺環境のモニタリン

グ調査を継続することにより保存を図る。

・文化財の保護・保存・活用を図るため、

今後とも指定、登録、選定を継続して行

う必要がある。このため、文化財保護審

議会と同専門部会を開催し、指導助言の

もと、文化財の適切な保護管理を進めて

いく。

地産地消の促進 ・「ぐんま地産地消推進店」、「同優良店」の情

報について、ホームページで情報発信する

とともに、地産地消推進店・直売所ガイド

ブック「群馬のいい味この味」を40,000

部発行し、関係各所に配布、県民、来県者

に広くPRした。

・今後も引き続き、「ぐんま地産地消推進店」

認定促進に努めるとともに、それらの取

組の充実を図り「同優良店」認定数増加

に努める。また、取組に対する気運を醸

成するため、観光分野と連携したPR等、

情報発信の一層の充実を図る。

⑥里山・平地林・里の水辺の再生
里山・平地林・里

の水辺の整備

・野生獣の出没抑制など、地域の安心・安全

な生活環境の改善を図るため、市町村と地

域住民等との協働による里山40ha、竹林

22haの整備を支援した。

・里山・平地林等の森林環境を改善し、安

全・安心な生活環境を創造するため、引

き続き支援する。また、今後も事業を活

用してもらうよう普及啓発を図る。

○関連する主な指標

指　標 単位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目標

・公共用水域環境基準達成率

　（河川：BOD75％値）

・汚水処理人口普及率

・空間放射線量率

　（0.23μSv/時間未満）

・県植樹祭参加者数

・一人当たりの公園面積（都市計画

区域内・榛名公園、妙義公園を除く）

・エコファーマー認定者数

　（延べ人数）

・小規模ため池の保全・整備

％

％

％

人

㎡

人

箇所

H26

H26

H27

H25

H25

H26

H24

～H28

77.5

77.5

100

900

11.01

4,524

8

H30

H29

H30

H30

H30

H30

H30

80.0

80.5

100

1,100

11.71

5,519

3

H31

H31

H31

H31

H31

H31

H29

～H33

85.0

87.4

100

1,000

12.50

5,520

8

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①２Ｒの促進による資源ロスの削減

ごみを発生させな

いライフスタイル

の変革の推進

・環境にやさしい買い物スタイル普及促進協

議会の事業として、レジ袋辞退状況調査を

実施するとともに、レジ袋削減の店頭啓発

活動を実施した。

・ホームページ及びイベント会場等で「ぐん

ま３Ｒ宣言」の宣言者を募集した。

・「みんなのごみ減量フォーラム」を開催し

た。（参加者数140人）

・啓発冊子「ぐんまちゃんのごみBOOK」

を活用し、出前講座を行った。

・容器等の店頭回収を推進するため、店頭回収

を行っている店舗の回収ボックスに、マナー

向上を呼びかけるステッカーを貼付する。

・平成30年度に実施した「循環型社会づくり

に関する県民意識調査」によると、群馬県の

ごみの排出量や全国の順位を「知らない」又

は「あまり知らない」という回答が約75％

となり、前回（平成26年度調査時）に比べ、

10ポイント弱改善した。引き続き、本県に

おけるごみの状況や減量化に向けた取組に

ついて、広報活動など更なる普及･啓発を進

めていく。さらに、生活に密着した活動団体

と協働し、普及啓発や調査研究を実施する。

市町村等が実施す

る２Ｒ事業への支

援・拡大

・会議等の機会を通じ、市町村職員に対し、

一般廃棄物の排出状況分析結果や、全国お

いしい食べきりネットワーク協議会におけ

る食品ロス削減に向けた取組について情報

提供を行った。

・リユース食器活用促進モデル事業を実施し

た。（県植樹祭、赤城ふれあいの森まつり等）

・排出されるごみの量は、市町村により差

が大きいことから、それぞれの市町村の

実情に応じたごみ減量のための取組が必

要。ぐんま３Ｒ推進会議の開催や各市町

村への個別訪問等により、引き続き市町

村と顔の見える関係を深め、各市町村の

取組を後押ししていく。

生ごみの減量、食

品ロスの削減

・ぐんまちゃんの食べきり協力店の登録を飲食

店、宿泊施設、小売店へ呼びかけたほか、家庭

から出る生ごみを減らす「３きり運動（使いき

り・食べきり・水きり）」や、宴会などでの食べ

残しを減らす「30・10運動」の実践を、各種広

報媒体を活用して県民へ広く呼びかけた。

・「ぐんまちゃんの食べきり協力店」登録店

舗の拡充、「３きり運動」や「30・10運動」

の実践について、市町村や環境アドバイ

ザー、関係機関・団体等と幅広く連携し、

各地域や事業者への浸透と取組の促進を

図る。

②地域の循環資源を活かすリサイクルの推進

質の高い資源の循

環的な利用に向け

た普及・啓発

・県内全12市に対して、ごみ排出量の要因、

住民への意識啓発、ごみ処理手数料有料化、

再資源化の状況について意見交換を行い、

ごみ減量、リサイクルの推進に向けたより

一層の取組を依頼した。

・ぐんま３Ｒ推進会議や市町村ヒアリング

等において、先進的な取組事例を紹介す

るなど、市町村における資源ごみの回収

品目の拡大や回収体制の充実等に関する

助言を行う。

民間の回収・処理

ルートの整備

・容器包装廃棄物に関する講習を市町村向けに

実施したほか、県庁舎内に「都市鉱山からつ

くる！みんなのメダルプロジェクト」の回収

ボックスを設置し使用済小型家電の回収を

行った。また、市町村に対し、県民が利用し

やすい容器包装廃棄物や使用済小型家電その

他資源ごみの回収方法、回収ルートの開拓、

新たな回収拠点の整備及び既設拠点における

回収品目の拡大について、助言を行った。

・新たな紙リサイクルルートの構築に向け

て社会実験を実施するほか、第９期群馬

県容器包装廃棄物分別収集促進計画を策

定する。併せて、引き続き市町村に助言

を行い、県民が利用しやすい容器包装廃

棄物や使用済み小型家電その他資源ごみ

の回収体制の構築や既設拠点における回

収品目の拡大を図る。

（5）持続可能な循環型社会づくり
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

リサイクル関連産

業の振興

・産業廃棄物の再生利用を行う施設を整備し

ようとする事業者を対象とする融資制度

（産業廃棄物処理施設整備資金）により、

事業者の取組を支援するため、制度の周知

を図った。

・平成30年度の融資実績は１件であり、引

き続き産業廃棄物の処理や再生利用を行

う事業者の積極的な活用に向け、新聞、

ラジオなどの各種広報媒体により制度の

周知を行う。

バイオマス活用シ

ステムの構築

・外部有識者で組織する「群馬県バイオマス

活用推進委員会」において、平成29年度

の賦存量及び利用量の状況、個別事業の実

施状況を把握・点検した。

・「群馬県バイオマス活用推進委員会」を中

心に、各部局で構成される「群馬県バイ

オマス利活用推進連絡会議」と協力・連

携し、計画の着実な実行を推進する。

③廃棄物等の適正処理の推進

一般廃棄物の適正

処理の推進と処理

施設の広域化

・市町村が実施する一般廃棄物処理に対する

指導及び助言を行った。

・市町村が広域化を協議するための組織（ブ

ロック協議会）の設立等の調整を行った。

・広域化による施設整備のための市町村の協

議において助言を行った。

・市町村担当者への研修及び情報交換による

施設の効率的な維持管理の促進を支援する。

・立入調査等による施設の適正な維持管理

のための監督指導を行う。

・交付金制度を活用した一般廃棄物処理施

設整備を支援する。

・「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープ

ラン」に基づき、一般廃棄物処理広域化

を推進する。

産業廃棄物の適正

処理の維持と処理

施設の確保

・産業廃棄物相談員による排出事業者や環境

(森林)事務所等による処理施設の立入を

実施し、適正処理を指導した。

・事前協議制度や優良認定処理業者の適正審

査を実施した。

・ホームページ「産業廃棄物情報」を通じた

法改正情報等の提供を実施した。

・立入調査や適正審査の実施、適時に正確

な情報提供を行うことで、産業廃棄物の

適正処理が行われるよう、引き続き指導

等を行う。

有害物質を含む廃

棄物の確実な処理

の推進

・平成29年度までに実施したアンケート調

査で「PCB含有不明の廃棄物・使用製品

あり」と回答した者に対し、現地調査を実

施し、PCB含有の確認及び適正処理等を

指導した。

・産業廃棄物相談員による排出事業者や環境

(森林)事務所等による処理施設の立入検

査を実施し、適正処理を指導した。

・PCB使用安定器が使用等されている可能

性がある事業所に対してアンケート調査

を行い、更なるPCB廃棄物等の保管状況

等の把握及び確実な処理の推進を図る。

・引き続き、PCB適正処理推進員による現

地調査を実施し、PCB廃棄物等の適正処

理について指導する。

・立入検査や適正審査の実施、適時に正確

な情報提供を行うことで、産業廃棄物の

適正処理が行われるよう、引き続き指導

等を行う。

不法投棄等不適正

処理対策の強化

・産廃110番による情報入手、産廃Ｇメンに

よる巡視、民間警備会社委託の休日夜間等

事案監視、啓発広報、県警ヘリコプター「あ

かぎ」によるスカイパトロール等を実施し

た。

・今後も法に基づく適正指導を継続すると

ともに、効率的に監視指導を実施し、廃

棄物の不適正処理事案の未然防止・早期

発見・早期解決に取り組む。特に新規事

案は迅速に初期対応することで、特定し

た行為者等に対して重点的な指導を行う。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

土砂埋立ての適正

化推進

・土砂条例特定事業許可件数：許可５件、変

更許可４件

・土砂条例制定市町村数：25市町村（平成

30年度末）

・不適切な施工に対する監視・指導や、土

砂条例違反が疑われる事案に係る立入検

査に重点を置き、土砂埋立ての適正化を

図る。

・市町村土砂条例の制定支援による隙間の

ない監視指導体制の構築を推進する。

④災害廃棄物処理体制の構築

広域的な災害廃棄

物処理体制の構築

・市町村担当者に対し、災害廃棄物処理計画

策定支援として、災害廃棄物処理に係る研

修や机上演習等を実施した。

・関東地方の都県市が構成員である「大規模

災害時廃棄物対策関東地域ブロック協議会」

に参加し、国及び他の都県市と幅広く意見

交換、情報交換を行った。

・近年、全国で発生している地震や水害等

の被災状況、復興状況を踏まえ、群馬県

災害廃棄物処理計画の見直しを検討する。

・未だ相互支援協定を締結していない群馬

県災害廃棄物処理対策協議会の構成員と

協定を締結する。

・災害廃棄物処理対策に係る研修や机上演

習を実施し、市町村災害廃棄物処理計画

策定を支援する。

処理施設の強靱化

の促進

・循環型社会形成推進交付金制度等の事務を

通じ、平成31年度までに施設整備を計画

している市町村に対し、耐震化や災害拠点

化のために必要な情報提供を行った。

・「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープ

ラン」に基づき、広域化を協議中の市町村

に対し、情報提供を行った。

・市町村等の廃棄物処理施設整備が円滑に

進むよう、引き続き、循環型社会形成推

進交付金制度等の事務及び各ブロックの

広域化協議会等の場における情報提供に

より、支援を行う。

○関連する主な指標

指　標 単位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目標

・県民一人一日当たりのごみの排出

量

・県民一人一日当たりの生活系収集

可燃ごみの排出量

・一般廃棄物の再生利用率

・一般廃棄物の最終処分量

・バイオマス利用率

・燃料用チップ・ペレット生産量

（再掲）

・不法投棄早期解決率

・市町村土砂条例制定数

g/人・日

g/人・日

％

千t/年

％

㎥/年

％

市町村

H26

H26

H26

H26

H26

H26

H26

H26

1,051

580

15.6

86

79

20,997

38

11

H29

H29

H29

H29

H29

H30

H30

H30

986

565

15.1

71

77

82,598

64

25

H31

H31

H31

H31

H33

H31

H31

H31

913以下

464

25以上

79

78

110,000

50

24
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施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

①良好な環境を支える人づくり

環境学習の推進 ・移動環境学習車「エコムーブ号」を活用し、

児童生徒等に対して体験型の環境学習の機

会を提供した。

・ボランティア活動に取り組む意欲のある方

を公募し、幅広い分野のカリキュラムによ

る「ぐんま環境学校」を開講した。

・緑のインタープリター等の講師を派遣し、

森林や環境に関する講話や学校周辺の自然

を活用したフィールドワーク、教員の研修

等を行う「小中学生のためのフォレスト

リースクール」を実施した。

・群馬の子どもたちが一度は尾瀬を訪れ、質

の高い自然体験をすることにより自然保護

の意識を醸成するとともに、郷土を愛する

心を育むことを目的として、小中学校が尾

瀬において少人数のグループでガイドを

伴った環境学習「尾瀬学校」を実施する場

合に補助金を交付した。

・「エコムーブ号」を活用した「動く環境教

室」事業は、教育委員会との連携により、

多く活用されている。教育現場の実態に

即した学習プログラムへの更新や、環境

学習サポーターの高齢化により、新たな

サポーターの確保が課題となっている。

・「ぐんま環境学校」の修了生が個人の活動

から地域の活動への一歩を踏み出すため

のきっかけとして、修了後、環境アドバ

イザーに登録することとする。

・小中学生のためのフォレストリースクー

ルについては、講師年齢の平準化や講座

メニューの多様化、指導対象の拡大など

の要望に対応する必要がある。

・「尾瀬学校」については、参加校、参加者

数を増やすため、参加校の少ない市町村

の校長会や教育委員会、学校等に対して

PR活動を実施する。

環境情報の提供と

共有化

・環境学習・環境活動の総合窓口として「環

境サポートセンター」を運営し、動く環境

教室の実施、環境学習資料の作成、環境活

動団体の情報収集及び提供、環境アドバイ

ザー連絡協議会事務局、こどもエコクラブ

群馬県事務局等の役割を果たした。

・県の環境に関する情報を発信するための

ホームページ（ECOぐんま）を運用し、

県民の環境に対する理解を深める。

・県事業や環境アドバイザーの活動を更にPR

するため、環境ホームページ（ECOぐんま）の

掲載頻度を上げ、情報発信を強化した。今後

はSNS（フェイスブック等）の運用を開始し、

森林環境部内での環境学習の拠点するため、

情報の集約や外部への発信を引き続き行う。

・関係各課との連携を一層深め、ホームペー

ジの内容の充実を図る。環境に関する県

の施策に加え、環境美化など県民の取組

も積極的に発信していく。

②自主的取組の拡大

県民・民間団体の

取組への支援

・環境アドバイザーで構成する専門部会・委

員会（自然、温暖化、ごみ、広報委員会）

の定期的な活動を通して、アドバイザーの

環境に関する知識の習得や環境意識の向上

が図られた。

・環境活動に継続して取り組んでいる個人・

団体に対し、「群馬県環境賞」を授与し、顕

彰した。日頃の活動が知事表彰という形で

認められ、受賞者が活動内容の重要性を再

認識し、更なる取組への意欲を高めていた

だくことができた。

・環境アドバイザー制度は３年を登録期間

としており、平成30年度から新たな登録

期間が開始した。ぐんま環境学校（エコ

カレッジ）の修了生や、県内で開催され

る環境イベント等で本制度をＰＲし、人

材確保に努めるとともに、現在登録して

いるアドバイザーへは研修等を行い、県

が進める各施策との連携強化を積極的に

行うなど、各アドバイザーが各地域で自

主的に活動しやすい土台作りを行う。

・市町村や各種団体との連携を強化し、引

き続き、地域に根ざした活動を行ってい

る団体・個人を表彰する。

第４部　計画の進行管理　第１章　群馬県環境基本計画

（6）全ての主体が参加する環境保全の取組
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○関連する主な指標

指　標 単位 計画策定時のデータ 最新のデータ 目標

・動く環境教室受講者数

・環境アドバイザー登録者数

・ぐんま環境学校（エコカレッジ）

修了者数

・森林環境教育参加者数

・森林環境教育指導者数（活動登録

者数）

・環境教育研修講座受講者数

・尾瀬学校等による自然環境学習の

実施率（再掲）

・森林ボランティア団体会員数（再

掲）

人/年

人

人/年

人/年

人

人/年

％

人

H26

H26

H26

H26

H26

H26

H27

H26

4,619

292

21

6,530

38

12

54.4

4,968

H30

H30

H30

H30

H30

H30

H30

H30

5,383

248

26

14,670

133

24

53.3

5,318

H32

H32

H32

H30

H30

H31

H31

H31

5,000

400

30

7,000

138

20

100

5,500

施策展開 平成30年度の主な取組状況 今後の方針・課題

事業者の取組の促

進

・環境にやさしい買い物スタイル普及促進協

議会の事業として、レジ袋辞退状況調査を

実施するとともに、レジ袋削減の店頭啓発

活動を実施した。

・株式会社チノー藤岡事業所内のチノービオ

トープフォレストを環境学習促進法に基づ

き、県として初めて、「体験の機会の場」に

認定し、同社及び高崎経済大学と共同研究

で開発した環境学習プログラムの運用を開

始した。

・環境にやさしい買い物スタイル普及促進

協議会の事業として、レジ袋削減等の店

頭啓発活動を実施する。また、容器等の

店頭回収を推進するため、店頭回収を行っ

ている店舗において、店舗の回収ボック

スにマナー向上を呼びかけるステッカー

を貼付する。

・産学官連携により開発した学習プログラ

ムを活用し、新たに「体験の機会の場」

となり得る企業等の情報収集や訪問を重

ね、産学官連携による協働事業が可能な

企業及び学校の発掘を行う。

行政が行う自主的

取組

・「群馬県地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）」に基づき、県事務・事業に伴う環

境負荷の一層の低減に向けた取組を行っ

た。

・「群馬県地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）」の目標達成のためには、今後、更

なる対策の強化が必要であり、県有施設

の省エネ改修の計画的な実施、また

ESCO事業導入や公用車のエコカー更新

などに率先して取り組む必要がある。
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